
団
塊
の
世
代
が
75
歳
以
上
に
な
る

２
０
２
５
年
に
向
け
、
ひ
と
り
暮
ら

し
高
齢
者
や
高
齢
者
の
み
の
世
帯
、

認
知
症
高
齢
者
の
増
加
が
予
想
さ
れ

て
い
ま
す
。
高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た

地
域
で
暮
ら
し
続
け
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
介
護
が
必
要
に
な
っ
て
も

地
域
全
体
で
支
え
、
高
齢
者
自
身
も

自
ら
の
能
力
を
最
大
限
に
活
用
し
つ

つ
、
介
護
予
防
に
取
り
組
む
こ
と
が

大
切
に
な
っ
て
き
ま
す
。

市
で
は
、
介
護
だ
け
で
な
く
、
医

療
や
予
防
、
生
活
支
援
、
住
ま
い
の

支
援
が
一
体
的
に
提
供
で
き
る
体
制

づ
く
り(

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム)

を
進
め
る
と
と
も
に
、
地
域
に
即
し

た
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
で
き
る
よ
う
、

今
年
４
月
か
ら
介
護
予
防
・
日
常
生

活
支
援
総
合
事
業(

総
合
事
業)

を
開

始
し
ま
す
。

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事

業
の
概
要

総
合
事
業
は
、「
介
護
予
防
・
生
活

支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
」と「
一
般
介
護

予
防
事
業
」で
構
成
さ
れ
、
65
歳
以

上
の
人
の
介
護
予
防
と
日
常
生
活
の

自
立
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
ま
す
。

■
介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス

事
業

こ
れ
ま
で
要
支
援
者
が
利
用
で
き

た
介
護
予
防
給
付
の
う
ち
、「
介
護
予

防
訪
問
介
護
」と「
介
護
予
防
通
所
介

護
」は
、
総
合
事
業
の「
訪
問
型
サ
ー

ビ
ス
」と「
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
」に
移

行
し
ま
す
。

介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス

事
業
の
み
を
利
用
す
る
場
合
は
、
基

本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
よ
り
、
事
業

対
象
者
と
判
定
さ
れ
る
と
、
要
介
護

(

要
支
援)

認
定
を
受
け
な
く
て
も
利

用
で
き
ま
す
。

■
一
般
介
護
予
防
事
業

65
歳
以
上
の
全
て
の
人
を
対
象
に
、

介
護
予
防
教
室
の
開
催
や
住
民
主
体

活
動
の
支
援
、
生
き
が
い
と
役
割
づ

く
り
に
よ
る
互
助
の
推
進
、
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
専
門
職
に
よ
る
介
護

予
防
の
助
言
な
ど
、
介
護
予
防
と
生

活
支
援
の
充
実
を
図
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

高
齢
福
祉
課
介
護
保

険
係(

東
原
庁
舎
内)

1
内
線
７
７

２
６
４
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
1

１
１
１
２
へ

広報ぬまた 平成29年３月１日

市役所 123－2111524－5179 白沢支所 153－2111553－2188 利根支所 156－2111556－36749

介
護
予
防
・
日
常

生
活
支
援
総
合
事

業
が
始
ま
り
ま
す

国
民
年
金
保
険
料
は
、
今
年
４
月

か
ら
、
割
引
額
の
大
き
な
２
年
前
納

が
、
現
金
で
も
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。

現
金
で
の
２
年
前
納
を
希
望
す
る

場
合
は
、
３
月
17
日(

金)

ま
で
に
年

金
事
務
所
へ
申
出
書
の
提
出
が
必
要

で
す
。
申
出
書
の
提
出
後
、
４
月
に

２
年
前
納
用
納
付
書
が
年
金
機
構
よ

り
送
付
さ
れ
ま
す
。

※
納
付
額
が
30
万
円
を
超
え
る
場
合
、

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
の
納

付
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い

※
申
出
書
の
提
出
が
３
月
17
日(

金)

に
間
に
合
わ
な
か
っ
た
場
合
は
、

渋
川
年
金
事
務
所
へ
ご
相
談
く
だ

さ
い

問
い
合
わ
せ

渋
川
年
金
事
務
所
国

民
年
金
課
1
０
２
７
９
　
１
６
０

７
へ

国
民
年
金
保
険
料
の
現
金
納
付
に
よ

る
２
年
前
納
が
開
始
さ
れ
ま
す

8

市では、平成27年度に策定した｢市政改革大綱・実施計画｣に基づき、市政改革の取り組みを進めています。

このたび、市立幼稚園と市立保育園の今後の在り方について、入園応募状況や入園対象者数の推計、施設の状況な

どを踏まえ、次のとおり方針を決定しましたので、ご理解とご協力をお願いします。

幼稚園 2020年度に榛名幼稚園と利南東幼稚園を利南幼稚園に統合し、池田幼稚園を薄根幼

稚園に統合。2026年度に市立幼稚園を全園廃止

保育園 2023年度にぬまた東保育園を廃止し、ぬまた南保育園を民営化

問い合わせ 市政改革については企画課企画係1内線３２２２、幼稚園については庶務課庶

務係1内線３３１２、保育園については子ども課保育係(東原庁舎内)1内線７７２５８へ

市立幼稚園と市立保育園の今後の在り方について

近
年
の
国
際
化
時
代
を
反
映
し
て
、

我
が
国
に
残
留
す
る
外
国
人
は
年
々

急
増
し
て
い
ま
す
。
日
本
国
憲
法
は
、

権
利
の
性
質
上
、
日
本
国
民
の
み
を

対
象
と
解
さ
れ
る
も
の
を
除
き
、
我

が
国
に
残
留
す
る
外
国
人
に
つ
い
て

も
等
し
く
基
本
的
人
権
の
享
有
を
保

障
し
て
い
ま
す
が
、
現
実
に
は
、
外

国
人
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問

題
が
発
生
し
て
い
ま

す
。中

で
も
、
デ
モ
活

動
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
な
ど
で
特
定
の
民

族
や
国
籍
の
人
々
を

排
斥
す
る
差
別
的
言

動
、
い
わ
ゆ
る
ヘ
イ

ト
ス
ピ
ー
チ
が
大
き

な
社
会
的
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
に
一
定
の
定
義

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
主
に
人
種
、
国

籍
、
思
想
、
性
別
、
障
害
、
職
業
、

外
見
な
ど
、
個
人
や
集
団
が
抱
え
る

欠
点
と
思
わ
れ
る
も
の
を
誹
謗
、
中

傷
、
差
別
す
る
な
ど
し
、
さ
ら
に
は

他
人
を
そ
の
よ
う
に
扇
動
す
る
発
言

(

書
き
込
み)

の
こ
と
」を
指
す
と
さ

れ
ま
す
。
こ
う
し
た
言
動
は
人
々
に

不
安
感
や
嫌
悪
感
を
与
え
る
だ
け
で

な
く
、
人
と
し
て
の
尊
厳
を
傷
つ
け

た
り
、
差
別
意
識
を
生
じ
さ
せ
た
り

す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
一

人
一
人
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
、
豊
か

で
安
心
で
き
る
成
熟
し
た
社
会
の
実

現
を
目
指
す
上
で
、
こ
う
し
た
言
動

は
許
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

昨
年
６
月
に
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ

の
解
消
に
向
け
た
対
策
法(

「
本
邦
外

出
身
者
に
対
す
る
不
当
な
差
別
的
言

動
の
解
消
に
向
け
た
取
組
の
推
進
に

関
す
る
法
律
」)

が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

今
後
は
、
外
国
人
に

対
す
る
偏
見
や
差
別
意

識
を
解
消
し
、
外
国
人

の
持
つ
文
化
や
宗
教
、

生
活
習
慣
な
ど
に
お
け

る
多
様
性
に
対
し
て
寛

容
な
態
度
を
持
ち
、
こ

れ
を
尊
重
す
る
な
ど
、

国
際
化
時
代
に
ふ
さ
わ

し
い
人
権
意
識
を
育
て
る
こ
と
を
目

指
し
、
人
権
尊
重
思
想
の
普
及
高
揚

を
図
る
た
め
の
啓
発
活
動
の
充
実
・

強
化
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

２
０
２
０
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
に
向

け
、
今
後
ま
す
ま
す
外
国
人
と
交
流

す
る
機
会
の
増
加
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

民
族
や
国
籍
な
ど
の
違
い
を
越
え
、

互
い
の
人
権
を
尊
重
し
合
う
社
会
を

共
に
築
き
ま
し
ょ
う
。

人権って何だろう　～人権課題に対する取り組み～

法務省｢平成28年度版人権教育・啓発白書｣・同省人権擁護局リーフレット｢ヘイトスピーチ、許さない。｣より引用し作成

問い合わせ　社会教育課社会教育係1内線３３３３へ

「
外
国
籍
の
人
た
ち
に
対
す

る
人
権
侵
害
」を
考
え
る

４月から、学校教育に支障のない範囲で、小中学校の体育施設を

開放します。

申し込み方法 使用したい団体は、使用する前月の20日(20日が休

日の場合は翌日)から月末までの間に、使用登録書と代表者の印

鑑を持参し、各小中学校へ直接申し込みをしてください。校庭と

テニスコートの夜間照明を使用する場合は、同期間に使用登録書

と代表者の印鑑、使用料を持参し、体育課体育係、または白沢・

利根公民館へ直接申し込みをしてください

※各施設とも年間予約や電話予約はできません。あらかじめ日程を

確認の上、申し込みをしてください

使用上の注意 定められた時間内での鍵と日誌の受領、返却／施設

設備の安全確保／学校敷地内での喫煙や火気使用禁止／使用後の

整理、清掃／施設整備の破損の届け出／施設使用後の施錠

学校体育施設を開放します

問い合わせ　体育課体育係(市民体育館内)1○24９４４４へ

スポーツ団体や社会教育関係団体に所属す

る人が、活動時や移動中の事故によって傷害

を被った場合や賠償責任を負った場合、突然

死などによる死亡の場合に補償される制度で

す。

対象 次の条件を全て満たす団体

○スポーツ活動や文化活動、ボランティア活

動などを行っている団体

○監督指導者を置き、所属員が４人以上いる

団体

保険の種類 活動内容により区分されます

保険期間 ４月１日(土)～来年３月31日(土)

※途中加入の場合も終了日は同じです

スポーツ安全保険のご案内

今年４月以降の事業の流れ


